
                  事  務  連  絡 

令和５年３月 30 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 45） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切

に運用いただくようお願いします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



 
【注射薬】 

問２ ロイコボリン注 3mg の出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替

ができない患者に対しては、レボホリナートカルシウムを使用するよ

う周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を

考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することによ

り、個々の症例ごとの医学的判断に基づき算定の可否が判断されるの

か。   

（答）そのとおり。 




